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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の供給路を通過する流体の瞬時流量を間欠的に計測する流量計測部と、一定個数の
瞬時流量が得られる検出期間毎に平均値と最大値と最小値とを求める演算部と、複数段階
の流量区分を規定するとともに各流量区分ごとに許容連続使用時間を対応付けたテーブル
と、現在の検出期間における最小値から所定期間前の検出期間における最大値を減算した
差値および前記所定期間前の検出期間における最小値から現在の検出期間における最大値
を減算した差値を求め両差値をそれぞれ規定の基準値と比較する比較部と、前記検出期間
毎の前記平均値が属する流量区分に対応して前記テーブルから求めた許容連続使用時間を
時限するタイマ部と、前記タイマ部による時限終了までに前記比較部において前記両差値
のいずれかに前記基準値以上の変化が検出されると前記タイマ部をリセットし、変化後の
前記平均値が属する流量区分に対応して前記テーブルから求めた許容連続使用時間を前記
タイマ部に時限させ、前記タイマ部による時限終了をもって異常と判定する判定部とを備
えることを特徴とする流体供給路における安全装置。
【請求項２】
　前記供給路に挿入された遮断弁を備え、前記判定部は、異常と判定したときに前記遮断
弁の遮断を指示することを特徴とする請求項１記載の流体供給路における安全装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記平均値が所定値以下であると前記タイマ部をリセットして動作を停
止させることを特徴とする請求項１または請求項２記載の流体供給路における安全装置。
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【請求項４】
　前記検出期間は３０秒であることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項
に記載の流体供給路における安全装置。
【請求項５】
　前記所定期間は３期間であることを特徴とする請求項４記載の流体供給路における安全
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、供給路を通過する燃料ガスのような流体の瞬時流量に基づいて流体の使用状態
を監視し、流体の使用状態の異常を検出する流体供給路における安全装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、都市ガスやプロパンガスのような燃料ガスでは、燃料ガスを供給するガスホース
がガス使用機器から外れたりガスを燃焼させるガス使用機器において炎が立ち消えするな
どして、未燃焼の生ガスが大量に流出すると危険である。また、ガス使用機器の消し忘れ
によってガス使用機器が過熱する可能性もある。そこで、燃料ガスの供給路において流量
の変化を監視することによって、生ガスの流出の有無やガス使用機器の消し忘れの有無を
判定し、生ガスの流出の可能性があるときやガス使用機器の消し忘れの可能性があると判
定したときに、供給路上に配置されている遮断弁を遮断させる安全装置が提案されている
（たとえば、特公昭６２－３０３５０号公報）。
【０００３】
上記公報では、一定体積の燃料ガスが供給路を通過するたびにパルス信号を発生させるよ
うに構成したガスメータが示され、パルス信号の計数によって１分毎の平均流量を求める
とともに、平均流量が変化せずに継続する時間が規定した制限時間（継続使用安全時間）
に達したときに、生ガスの流出あるいはガス使用機器の消し忘れと判断し、供給路に挿入
した遮断弁を遮断する技術が提案されている。すなわち、燃料ガスの１分毎の平均流量が
どの流量区分に属するかに応じて継続使用安全時間が決定され、燃料ガスの１分毎の平均
流量が変化しない状態が継続使用安全時間に達したときに、生ガスが流出しているかガス
使用機器が連続使用されていると判断して遮断弁を遮断するのである。ただし、継続使用
安全時間に達する前に平均流量が変化したときには継続使用安全時間の計時を解除し、変
化後の平均流量が属している流量区分において継続使用安全時間をあらためて計時する構
成を採用している。ここに、継続使用安全時間は１分毎の平均流量を複数段階に区分した
流量区分ごとに設定され、平均流量が大きいほど短くなるように規定されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記公報に記載の技術では、燃料ガスの通過に伴って回転する回転軸に円盤を
固定し、円盤の周部に永久磁石を取り付けるとともに永久磁石の位置をホールＩＣで検出
することにより、円盤が１回転するたびに上述したパルス信号をホール素子から１個出力
するように構成した流量測定装置を採用している。
【０００５】
一方、最近では燃料ガスの使用量を計測するために超音波流量計の採用が検討されている
。超音波流量計では、図６に示すように、供給路１の上流側と下流側とにそれぞれ超音波
の送受波を行う超音波センサ３ａ，３ｂを配置しておき、超音波センサ３ａ，３ｂの間で
超音波を送受することによって燃料ガスの流速を求める。２個の超音波センサ３ａ，３ｂ
は、互いに対向するとともに、超音波センサ３ａ，３ｂの間で送受される超音波の進行方
向と流体が供給路１を通過する方向とが角度θをなして交差するように配置される。
【０００６】
図示する構成の超音波流量計を用いて流量を計測するには、上流側の超音波センサ３ａか
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ら下流側の超音波センサ３ｂに向かって超音波を送波したときの超音波の伝播時間ｔ１と
、下流側の超音波センサ３ｂから上流側の超音波センサ３ａに向かって超音波を送波した
ときの超音波の伝播時間ｔ２とを用いる。両超音波センサ３ａ，３ｂの間の距離をｄ、流
体の流速をｖ、音速をｃとすると、以下の関係が得られる。
（ｃ＋ｖ・ｃｏｓθ）ｔ１＝ｄ
（ｃ－ｖ・ｃｏｓθ）ｔ２＝ｄ
したがって、流速ｖは以下のように表すことができる。
ｖ＝（ｄ／２ｃｏｓθ）｛（１／ｔ１）－（１／ｔ２）｝
このようにして求めた流速ｖに供給路１の断面積Ｓを乗じた値が瞬時流量ｑになる。つま
り、瞬時流量ｑは次式で表される。
ｑ＝ｖ・Ｓ
超音波流量計では各超音波センサ３ａ，３ｂをそれぞれ送波側として超音波を１回ずつ送
受波する動作が１組の動作になり、少なくとも１組の動作を行えば瞬時流量ｑを求めるこ
とができる。また、瞬時流量ｑは間欠的（たとえば、２～３秒毎）に計測され、瞬時流量
ｑを求めた時間間隔を瞬時流量ｑに乗じることによって瞬時流量ｑを計測する時間内に供
給路１を通過した燃料ガスの総量を求める。
【０００７】
ところで、燃料ガスの需要家あるいは需要家の近隣においてガスヒートポンプ（ＧＨＰ）
やガスエンジンを使用している場合には、供給路内の圧力に変動が生じる。上記公報に記
載されている流量測定装置は、いわゆる膜式メータにおいて採用されている構成であって
、膜式メータは体積計であるから上述のような原因により生じる比較的短い周期の圧力変
動の影響はほとんど考慮する必要がない。つまり、圧力変動によって平均流量が変化する
可能性は少なく、継続使用安全時間を正確に計時することができる。
【０００８】
しかし、超音波流量計は流速に基づいて瞬時流量を求めているから、圧力変動によって瞬
時流量が変動する可能性がある。いま、超音波流量計を用いて３０秒間の平均流量を求め
、平均流量に基づいてガス漏れないしガス使用機器の消し忘れを判断して遮断弁２を遮断
するか否かを判定するものとする。ここで、３０秒間の平均流量に対する流量区分と継続
使用安全時間（以下、「許容連続使用時間」という）との対応関係は表１に示すようなテ
ーブルとして設定されているものとする。ただし、Ｌはリットルを表す。
【０００９】
【表１】
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【００１０】
表１に示すテーブルを用いて遮断弁２を遮断するか否かを判断する手順は図７のようにな
る。図７に示す手順はサブルーチン化されており、メインルーチンから３０秒ごとに呼び
出される。すなわち、図７に示すサブルーチンでは、メインルーチンから３０秒間の平均
流量Ｑａｖｅ（ｉ）を取得した後（Ｓ１）、流量の有無と流量の変化の有無を判定する。
流量の有無は、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が５０Ｌ／ｈ以上であるか否かにより判定し（Ｓ
２）、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が５０Ｌ／ｈ未満であれば許容連続使用時間の計時動作を
解除し（Ｓ３）、メインルーチンに戻る（Ｓ４）。つまり、ステップＳ３では許容連続使
用時間を時限するタイマ部をリセットして許容連続使用時間の時限を中止する。つまり、
許容連続使用時間の設定値を「制限なし」にする。
【００１１】
一方、ステップＳ２において流量があると判断されると、流量の変化の有無が判定される
（Ｓ５）。流量の変化の有無を判定するにあたっては、３０秒毎に求められる平均流量の
時系列における現在値Ｑａｖｅ（ｉ）と１期間前の値Ｑａｖｅ（ｉ－１）との差分（＝｜
Ｑａｖｅ（ｉ）－Ｑａｖｅ（ｉ－１）｜）が求められる。この差分が基準値よりも大きい
ときには平均流量に変化が生じたと判断する。平均流量の変化の有無を判断する基準値は
２種類の値で与えられ、両値のうちの大きいほうを用いる。基準値としては、たとえば平
均流量の現在値Ｑａｖｅ（ｉ）に対する３％の値と５０Ｌ／ｈとのうち大きいほうを採用
する。ステップＳ５において流量の変化があると判断されると許容連続使用時間を時限す
るタイマ部をリセットし（Ｓ６）、変化後の平均流量（つまり、現在値Ｑａｖｅ（ｉ））
が属する流量区分に対応する許容連続使用時間を求めた後（Ｓ７）、メインルーチンに戻
る（Ｓ４）。一方、ステップＳ５において流量の変化がないと判断されると、計時中の時
間と許容連続使用時間とを比較し（Ｓ８）、計時中の時間が許容連続使用時間に達してい
るときには遮断弁２を遮断した後に（Ｓ９）、メインルーチンに戻る（Ｓ４）。また、ス
テップＳ８において、計時中の時間が許容連続使用時間に達していないと判断したときに
は、何も行わずにメインルーチンに戻る（Ｓ４）。
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【００１２】
ところで、超音波流量計を用いて瞬時流量を計測したときに瞬時流量が図８に示すように
推移したとする。図示例では瞬時流量が正弦波状に変化しており、瞬時流量は１分程度の
周期でかつ約２００Ｌ／ｈの振幅で変化している。図から明らかなように、この状態では
瞬時流量は一定値を中心として変動しているように見え、ＧＨＰやガスエンジンによる圧
力脈動のみが生じていると考えられるにもかかわらず、３０秒間ごとの区間で区切ると、
最大で８０Ｌ／ｈ程度の変動を生じており、図７に示した手順で処理を行うとすれば、ス
テップＳ５において流量に変化があると判定されることになる。つまり、許容連続使用時
間の計時が中止されて新たな許容連続使用時間が設定される可能性がある。なお、図８に
おいて、実線は３０秒の期間内で得られる瞬時流量の１５個の値の平均値、一点鎖線は３
０秒の期間内で得られる瞬時流量の１５個の値のうちの最大値、二点鎖線は３０秒の期間
内で得られる瞬時流量の１５個の値のうちの最小値を意味する。
【００１３】
要するに、超音波流量計を用いて上記公報に記載された技術をそのまま適用すると、供給
路内において流量に変化が生じていないにもかかわらず、圧力変動による瞬時流量の変動
を実際の流量の変化と誤認して許容連続使用時間の計時を中止してしまうおそれがある。
その結果、ガス漏れやガス使用機器の消し忘れを検出できない場合が生じるという問題を
有している。
【００１４】
本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、超音波流量計のような瞬時
流量を計測する流量計を採用しながらも流体の使用状態の異常を確実に検出できるように
した流体供給路における安全装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、流体の供給路を通過する流体の瞬時流量を間欠的に計測する流量計
測部と、一定個数の瞬時流量が得られる検出期間毎に平均値と最大値と最小値とを求める
演算部と、複数段階の流量区分を規定するとともに各流量区分ごとに許容連続使用時間を
対応付けたテーブルと、現在の検出期間における最小値から所定期間前の検出期間におけ
る最大値を減算した差値および前記所定期間前の検出期間における最小値から現在の検出
期間における最大値を減算した差値を求め両差値をそれぞれ規定の基準値と比較する比較
部と、前記検出期間毎の前記平均値が属する流量区分に対応して前記テーブルから求めた
許容連続使用時間を時限するタイマ部と、前記タイマ部による時限終了までに前記比較部
において前記両差値のいずれかに前記基準値以上の変化が検出されると前記タイマ部をリ
セットし、変化後の前記平均値が属する流量区分に対応して前記テーブルから求めた許容
連続使用時間を前記タイマ部に時限させ、前記タイマ部による時限終了をもって異常と判
定する判定部とを備えることを特徴とする。
【００１６】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記供給路に挿入された遮断弁を備え、前
記判定部は、異常と判定したときに前記遮断弁の遮断を指示することを特徴とする。
【００１８】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明において、前記判定部が、前記平均
値が所定値以下であると前記タイマ部をリセットして動作を停止させることを特徴とする
。
【００１９】
　請求項４の発明は、請求項１ないし請求項３の発明において、前記検出期間が３０秒で
あることを特徴とする。
【００２０】
　請求項５の発明は、請求項４の発明において、前記所定期間が３期間であることを特徴
とする。
【００２１】
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【発明の実施の形態】
本実施形態では流体供給路における安全装置をガスメータに適用した例を示し、図１に示
すように、都市ガスのような燃料ガスを供給する供給路１に遮断弁２と流量計測部３とを
設けている。図示例では遮断弁２の下流側に流量計測部３を設けているが、遮断弁の２の
上流側に流量計測部３を設けることも可能である。また、流量計測部３には従来構成とし
て図６に示した超音波流量計を採用している。
【００２２】
流量計測部３は比較的短い時間（２～３秒）ごとに瞬時流量を間欠的に出力するように構
成され、流量計測部３から間欠的に出力される瞬時流量はマイクロコンピュータ（以下、
「マイコン」と略称する）を用いて構成された制御回路部４に入力される。ここに、流量
計測部３も同じマイコンを用いて制御される。つまり、図示する流量計測部３は、超音波
の送受波の制御を行うとともに送受波の結果から瞬時流量を求める演算を行うためにマイ
コンの一部を含んでいる。ただし、本発明では超音波の送受波の制御については要旨では
ないからとくに説明しない。また、ガスメータとして燃料ガスの使用量を表示する機能や
供給路１内の圧力を検出する圧力センサなども要旨ではないから省略している。
【００２３】
制御回路部４は、流量計測部３から間欠的に出力される瞬時流量を３０秒毎の検出期間ご
とに収集しており、各３０秒の検出期間で得られる１５個ずつの瞬時流量に基づいて供給
路１における流量の有無および流量の変化の有無を判定する機能を有し、さらにガス漏れ
ないしガス使用機器の消し忘れがあると判断したときには遮断弁２を遮断する機能を有し
ている。すなわち、流量計測部３で得られた瞬時流量は演算部１１に入力され、演算部１
１では１５個ずつの瞬時流量が得られる３０秒の検出期間毎に瞬時流量の平均値と最大値
と最小値とを求める。演算部１１は瞬時流量について１５個のデータを格納することがで
き、格納したデータの平均値と最大値と最小値とを検出期間の終了時に求めてレジスタ１
２に引き渡し、レジスタ１２への値の引き渡し後にはすべてのデータを消去して、次のデ
ータから１５個分を格納するという動作を繰り返すように構成されている。
【００２４】
レジスタ１２は、平均値と最大値と最小値とをそれぞれ４個ずつ格納するシフトレジスタ
を備える。いま、流量の平均値、最大値、最小値の現在値をそれぞれＱａｖｅ（ｉ）、Ｑ
ｍａｘ（ｉ）、Ｑｍｉｎ（ｉ）と表し、１期間前の平均値、最大値、最小値をそれぞれＱ
ａｖｅ（ｉ－１）、Ｑｍａｘ（ｉ－１）、Ｑｍｉｎ（ｉ－１）、２期間前の平均値、最大
値、最小値をそれぞれＱａｖｅ（ｉ－２）、Ｑｍａｘ（ｉ－２）、Ｑｍｉｎ（ｉ－２）、
３期間前の平均値、最大値、最小値をそれぞれＱａｖｅ（ｉ－３）、Ｑｍａｘ（ｉ－３）
、Ｑｍｉｎ（ｉ－３）と表すことにする。この場合、レジスタ１２には、Ｑａｖｅ（ｉ）
、Ｑｍａｘ（ｉ）、Ｑｍｉｎ（ｉ）、Ｑａｖｅ（ｉ－１）、Ｑｍａｘ（ｉ－１）、Ｑｍｉ
ｎ（ｉ－１）、Ｑａｖｅ（ｉ－２）、Ｑｍａｘ（ｉ－２）、Ｑｍｉｎ（ｉ－２）、Ｑａｖ
ｅ（ｉ－３）、Ｑｍａｘ（ｉ－３）、Ｑｍｉｎ（ｉ－３）の１２個の値が格納されること
になる。なお、レジスタ１２には、最大値および最小値については現在値を含めて３期間
前まで（最新の検出期間を含めて４期間分）の４個の値がそれぞれ格納することが必要で
あるが、平均値については現在値（最新の検出期間の平均値）のみを格納するようにして
もよい。以下では、検出期間における瞬時流量の平均値を平均流量と呼ぶ。
【００２５】
従来構成では、流量の変化の有無の判定に際して一定期間における平均流量を用い、現在
の平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）と１期間前の平均流量Ｑａｖｅ（ｉ－１）との差分について基
準値との大小比較を行うことにより流量の変化の有無を判定していたのに対して、本実施
形態では、流量の変化の有無の判定に際して３０秒の検出期間における流量の最大値と最
小値とを用いる。具体的には、現在（最新）の検出期間における最小値Ｑｍｉｎ（ｉ）か
ら３期間前の検出期間における最大値Ｑｍａｘ（ｉ－３）を減算した差値と、３期間前の
検出期間における最小値Ｑｍｉｎ（ｉ－３）から現在（最新）の検出期間における最大値
Ｑｍａｘ（ｉ）を減算した差値とについて基準値との大小比較を行うことにより流量の変
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化の有無を判定する。Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－３），Ｑｍｉｎ（ｉ－３）－Ｑｍ
ａｘ（ｉ）の演算および基準値との比較は、レジスタ１２の後段に設けた比較部１３で行
う。また、基準値には従来構成と同様に、現在の平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）の３％と５０Ｌ
／ｈとの大きいほうを用いることとする。この値は、圧力脈動が生じていない場合を考慮
して従来構成と同じ値に設定してある。Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－３）は３０秒毎
の検出期間における平均流量が増加した場合に正値となって基準値よりも大きくなる可能
性が高く、逆にＱｍｉｎ（ｉ－３）－Ｑｍａｘ（ｉ）は３０秒毎の検出期間における平均
流量が減少した場合に正値となって基準値よりも大きくなる可能性が高い。したがって、
両条件のうちのいずれかが成立すれば、流量が増加側または減少側に変化したと判断する
ことができる。
【００２６】
レジスタ１２の後段には比較部１３とは別にテーブル１５および流量検出部１７も設けら
れている。テーブル１５は流量を複数段階に区分した流量区分と遮断弁２を遮断するまで
の許容連続使用時間とを対応付けたものであって、一例としては表１のように設定される
。テーブル１５にはレジスタ１３に格納された現在の平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が照合され
、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）の属する流量区分に対応する許容連続使用時間が求められる。
求められた許容連続使用時間は、比較部１３の後段に判定部１６を介して設けたタイマ部
１４における時限時間としてセットされる。
【００２７】
また、流量検出部１７では現在の平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）を用いて燃料ガスが供給路１を
通過しているか否かを判断する。すなわち、流量検出部１７では、現在の平均流量Ｑａｖ
ｅ（ｉ）がガス使用機器においてパイロットバーナを点火している程度の５０Ｌ／ｈ以上
であるときには流量があると判断して比較部１３における上述した処理を行わせる。また
、流量が検出されない（平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が５０Ｌ／ｈに満たない）ときは、判定
部１６を介してタイマ部１４をリセットする。
【００２８】
タイマ部１４は、流量検出部１７において流量が検出された状態では、テーブル１５によ
り設定された許容連続使用時間を時限時間として時限動作を行う。時限動作の開始時点は
、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）がいずれかの流量区分に達した時点またはテーブル１５で求め
た許容連続使用時間が時限時間としてセットされた状態でタイマ部１４がリセットされた
時点になる。タイマ部１４の時限が終了した場合には、タイマ部１４は弁駆動部１８を通
して遮断弁２を遮断させる。一方、時限中において比較部１３で流量の変化が検出された
ときには、判定部１６を介してタイマ部１４がリセットされ、その時点での平均流量Ｑａ
ｖｅ（ｉ）に対応する許容連続使用時間を時限時間として時限動作が再開されることにな
る。要するに流量が変化すれば、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）に応じた時限時間であらためて
時限動作を行うのである。言い換えると、判定部１６は、タイマ部１４による時限終了ま
でに比較部１３において両差値のいずれかに基準値以上の変化が検出されるとタイマ部１
４をリセットして変化後の平均値の流量区分に対応する時限時間をタイマ部１４に時限さ
せ、タイマ部１４による時限終了まで両差値のいずれにも基準値以上の変化が検出されな
ければ前記タイマ部１４により遮断弁２の遮断を指示させる。
【００２９】
　上述した制御回路部４における主要部の動作を図２に示す。図２に示す手順は基本的に
は図７に示した動作と同様であってサブルーチン化されており、メインルーチンから３０
秒ごとに呼び出される。すなわち、図２に示すサブルーチンでは、メインルーチンから３
０秒間の検出期間毎に演算部１１で求めた平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）と最大値Ｑｍａｘ（ｉ
）と最小値Ｑｍｉｎ（ｉ）とを取得して（Ｓ１）レジスタ１２に格納し（Ｓ２）、最新の
平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）に基づいて流量の有無を判定する（Ｓ３）。その後、レジスタ１
２に格納されている瞬時流量の最新の検出期間における平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）、最大値
Ｑｍａｘ（ｉ）、最小値Ｑｍｉｎ（ｉ）と、３期間前の検出期間における最大値Ｑｍａｘ
（ｉ－３）、最小値Ｑｍｉｎ（ｉ－３）とを用いて流量の変化の有無を判定する（Ｓ６）
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。流量の有無は、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が５０Ｌ／ｈ以上であるか否かにより判定し（
Ｓ３）、平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）が５０Ｌ／ｈ未満であれば許容連続使用時間の計時動作
を解除し（Ｓ４）、メインルーチンに戻る（Ｓ５）。つまり、ステップＳ４では許容連続
使用時間の計時を中止するとともに、許容連続使用時間の設定値を「制限なし」にする。
【００３０】
一方、ステップＳ３において流量があると判断されると、流量の変化の有無が判定される
（Ｓ６）。流量の変化の有無を判定するにあたっては、比較部１３においてＱｍｉｎ（ｉ
）－Ｑｍａｘ（ｉ－３），Ｑｍｉｎ（ｉ－３）－Ｑｍａｘ（ｉ）を基準値と比較する。基
準値は従来と同様に、平均流量の現在値Ｑａｖｅ（ｉ）に対する３％の値と５０Ｌ／ｈと
のうち大きいほうを用いる。ステップＳ６において流量の変化があると判断されると判定
部１６を介してタイマ部１４をリセットし（Ｓ７）、変化後の平均流量（つまり、現在値
Ｑａｖｅ（ｉ））が属する流量区分に対応する許容連続使用時間を求めた後（Ｓ８）、メ
インルーチンに戻る（Ｓ５）。一方、ステップＳ６において流量の変化がないと判断され
ると、計時中の時間と許容連続使用時間とを比較し（Ｓ９）、計時中の時間が許容連続使
用時間に達しているときには遮断弁２を遮断した後に（Ｓ１０）、メインルーチンに戻る
（Ｓ５）。また、ステップＳ９において、計時中の時間が許容連続使用時間に達していな
いと判断したときには、何も行わずにメインルーチンに戻る（Ｓ５）。
【００３１】
上述のように３０秒毎の各検出期間の最大値と最小値との差値を用いて流量の増加あるい
は減少を判定する際に、現在の値と３期間前の値とを用いるのは１期間前の値あるいは２
期間前の値を用いると以下の問題が生じるからである。まず、現在の値と１期間前の値と
を用いる場合について考察する。この場合、Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－１）あるい
はＱｍｉｎ（ｉ－１）－Ｑｍａｘ（ｉ）について基準値との大小を比較することになる。
図４のように圧力脈動が生じていない場合を考え、１期間前において流量に変化が生じた
とすると、Ｑｍｉｎ（ｉ）＝Ｑｍａｘ（ｉ－１）になるから、Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ
（ｉ－１）＝０になり、流量の変化の程度にかかわらず流量の変化を検出することができ
ない。つまり、現在の値と１期間前の値とを用いても流量の変化の有無を検出することが
できない。
【００３２】
次に、現在の値と２期間前の値とを用いる場合について考察する。この場合には、Ｑｍｉ
ｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－２）あるいはＱｍｉｎ（ｉ－２）－Ｑｍａｘ（ｉ）について基
準値との大小を比較することになる。一般に、流量の変化は瞬時に生じるのではなく数秒
～３０秒程度の時間幅を有している。したがって、流量が変化するタイミングによっては
図５のように３０秒毎の２つの期間に跨って流量が変化することがある。図５においては
圧力脈動が生じていない場合を示しており、流量の変化幅は８０Ｌ／ｈ程度であって流量
に５０Ｌ／ｈを越える変化があるものの、Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－２）は３０Ｌ
／ｈ程度であって流量に変化があることを検出することができない。つまり、現在の値と
２期間前の値との比較によっても流量の変化を検出することができない場合がある。
【００３３】
以上の考察から現在の値と３期間以上前の値との差を用いるのが望ましい。また、４期間
以上前の値を用いると流量の変化の判定に要する時間が長くなるから、流量の変化を検出
可能であってかつ判定に要する時間が最小になるように本実施形態では３期間前の値を用
いている。
【００３４】
ここで、従来構成と比較するために流量計測部３で検出した瞬時流量が図８のように変化
する場合を例として動作を考える。すなわち、供給路１において圧力脈動のみが生じてお
り、流量は実質的に変化していない状態について考える。この場合、瞬時流量の最大値と
最小値とは時間の経過にかかわりなく略一定になるから、Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ
－３）とＱｍｉｎ（ｉ－３）－Ｑｍａｘ（ｉ）とはともに負値になる。つまり、従来構成
のように３０秒毎の平均流量を比較した場合には許容連続使用時間の計時が中止する可能
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性があったのに対して、瞬時流量が図８のように変化する場合に対して、本実施形態の条
件では許容連続使用時間の計時が中止されることがなくなり、結果的に、ガス漏れが生じ
ている場合あるいはガス使用機器を消し忘れている場合には許容連続使用時間の経過時点
で遮断弁２を閉じることが可能になる。
【００３５】
一方、図３のように平均流量が増加した場合には（図３において、実線は３０秒の期間内
で得られる瞬時流量の１５個の値の平均値、一点鎖線は３０秒の期間内で得られる瞬時流
量の１５個の値のうちの最大値、二点鎖線は３０秒の期間内で得られる瞬時流量の１５個
の値のうちの最小値を意味し、後述する図４、図５も同様である）、通常はＱｍｉｎ（ｉ
）－Ｑｍａｘ（ｉ－３）は正値になり、Ｑｍｉｎ（ｉ－３）－Ｑｍａｘ（ｉ）は負値にな
る。ただし、Ｑｍｉｎ（ｉ）－Ｑｍａｘ（ｉ－３）は、必ずしも平均流量Ｑａｖｅ（ｉ）
の３％と５０Ｌ／ｈとのうちの大きいほうよりも大きな値になるとは限らない。つまり、
流量が変化したとしても許容連続使用時間の計時が継続される可能性が高くなり、遮断弁
２を遮断する確率が高くなる。つまり、圧力脈動が生じているときに流量に変化が生じて
も検出できない場合があるものの、ガス漏れが生じている場合やガス使用機器を消し忘れ
ていることは確実に検出することになるから、結果的にガス漏れや過熱が生じている可能
性のあるときには、確実に遮断弁２を閉じて安全を確保することができる。
【００３６】
なお、本実施形態では、流量計測部３として超音波流量計を用いる例を示したが、瞬時流
量を検出することができるものであれば、フルイディック流量計、フローセンサによる流
量計（熱線式流量計）などの他の流量計を用いることが可能である。また、燃料ガスの流
量を計測する例を示したが、本発明の技術思想は他の流体についても適用可能である。さ
らに、上述した各種数値は一例であって、流量計測部３の構成、流体の種類、供給路１に
許容された最大流量などに応じて適宜に変更可能である。さらに、異常時に遮断弁２を遮
断するのではなく異常の報知のみ行う構成としてもよい。
【００３７】
【発明の効果】
　請求項１の発明は、瞬時流量について一定の検出期間ごとに平均値と最大値と最小値と
を求め、現在の検出期間における最小値から所定期間前の検出期間における最大値を減算
した差値および前記所定期間前の検出期間における最小値から現在の検出期間における最
大値を減算した差値を求めるとともに両差値を規定の基準値と比較し、瞬時流量の平均値
が属する流量区分に対応付けて規定した許容連続使用時間をタイマ部により時限し、タイ
マ部による許容連続使用時間の時限終了までに両差値のいずれかが基準値以上になるとタ
イマ部をリセットし、変化後の前記平均値が属する流量区分に対応して前記テーブルから
求めた許容連続使用時間を前記タイマ部に時限させ、前記タイマ部による時限終了をもっ
て異常と判定するので、流体の供給路内で圧力に変動が生じる場合に、流量には実質的に
変化が生じていないにもかかわらず流量に変化が生じたと誤検出することがなく、しかも
圧力の変動幅が比較的小さければ流量の変化を検出することによってタイマ部をリセット
するから必要以上に異常と判定されることがない上に、異常を失敗なく確実に検出するこ
とができる。加えて、流量区分ごとにタイマ部の時限時間を変化させることによって、た
とえば単位時間当たりの流体の流出量が多い場合ほど短時間で異常を報知するというよう
な動作が可能になる。
【００３８】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記供給路に挿入された遮断弁を備え、判
定部は、異常と判定したときに遮断弁の遮断を指示するものであり、必要以上に異常と判
定されることがないから、遮断弁が必要以上に遮断されることがなく、その一方、遮断弁
の遮断が必要な状況では遮断弁を失敗なく確実に遮断することができる。
【００４０】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明において、判定部が、前記平均値が
所定値以下であるとタイマ部をリセットして動作を停止させるので、流量が実質的に生じ
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かわらずタイマ部が不必要に動作するのを防止することができる。
【００４１】
　請求項４の発明は、請求項１ないし請求項３の発明において、前記検出期間を３０秒と
したので、流体の使用量が変化したときにほとんどの場合において検出期間の２期間内に
は流量変化が終了することになり、前記所定期間を３期間以上とすれば圧力に変動が生じ
ていないときに流量の変化を失敗なく検出することができる。
【００４２】
　請求項５の発明は、請求項４の発明において、前記所定期間を３期間としたので、圧力
に変動が生じていないときに流量の変化を失敗なく検出することができ、しかも流量の変
化の有無を失敗なく検出することができる時間としては最小時間になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示すブロック図である。
【図２】同上の動作説明図である。
【図３】同上の動作説明図である。
【図４】比較例を示す動作説明図である。
【図５】比較例を示す動作説明図である。
【図６】要部の概略構成図である。
【図７】従来例の動作説明図である。
【図８】従来例の動作説明図である。
【符号の説明】
１　供給路
２　遮断弁
３　流量計測部
４　制御回路部
１１　演算部
１２　レジスタ
１３　比較部
１４　タイマ部
１５　テーブル
１６　判定部
１７　流量検出部
１８　弁駆動部



(11) JP 4157342 B2 2008.10.1

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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